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2020年春闘スタート団交 
 春闘要求書内容及びそれに付随する関連事項を説明し、まもなく発表予定の早期退職制度の時期/内容や予定さ

れる新羽田ラウンジ（スカイクラブ）の現段階の Up Dateを聞くこととなりました。まずは、新支社長大隅氏の真

剣に聞いていただく姿勢/対応と人事部長の従業員の士気を損なう発言/対応が印象的であったことをお伝えします。 

 最初に激動の今時期を考慮し協約期間 1年を基本とすることと、内容等により複数年協約も検討できることも伝

えました。また協約の条項にある定昇（1Step Up）も重ねて要求しました。更に 10 月よりデルタがワールドワイ

ドで行った 4％Base Upを日本地区フロントライン従業員にもUSサイドと差別なく同様に行うことを要求しまし

た。ここで人事部長からは「日本の会社はこんな大きなベースアップあり得ない・・・。」と発言があり、アメリカ

の航空会社に在籍する日本地区従業員と US サイドのフロントラインとの間に与えるものに差別を生じさせなけ

ればならない意図が何かあるかのようにも聞こえました。会社のトップが 4％Base Upで従業員に還元しようとし

ているにも関わらず理解しがたい発言であり従業員の士気を損なう発言と感じてしまいましたが皆さんはどのよ

うに思われますか？また以前にも会社側が行った経緯のある Base Up 2％分を定昇 1Step Up分とする手法も格差

社会に対する防止策として検討できることと、今年 10月→来年 3 月までの差額分は求めないことを伝えました。 

羽田、関西、中部の自家用車通勤費 
 前年度の春闘から持ち越しの今件は、整備部デーブ氏の容認/後押しもあり前春闘も含めて締結後も 7月,8 月,10

月の団交（電話での話も数回あり）でと交渉を続けていますが、他セクションのサポート確認完了のまま停滞、人

事部の怠慢？により未だにスタートできない状況にあります。今団交の人事部長の発言に「今春闘要求であるから

4 月 1 日から・・・。」、という驚きの発言も飛び出し今までの交渉内容期間を無にするような発言に戸惑いを隠せ

ませんでした。前春闘からの要求で継続協議していてあまりに進みが遅いのでわざわざ今春闘要求にも入れました

が、この時期にそのような発言があることは、わざと遅らせているようにも感じてしまいます。実際、今団交では

結局ところ一切の進展はありませんでした。年内（12 月初旬まで）に再団交のセットを要求し来年 1 月からのス

タートを要請しました。 

毎団交で文面調整などの会社側の繰り返しの発言に対しては、組合側から既に提示している改定案（文面）には

会社側もほぼ了承の発言もしております。また距離計算法も時間外マイレージのコンカーシステムの利用も伝えて

いますが、これもほぼ賛同の意見は既にいただいているにも関わらず、数か月間の今団交までに一切進めていない

状況は、従業員側の今ある車通勤者の協力体制を保持する気持ちを崩させる対応と感じました。人事部長からは「整

備課（メカニック）が主に対象であり・・・。」と導入に関してセクション限定を思わせるような発言もありまし

た。当労組が当初提案した整備課限定案に対し全セクションが基本の会社案だったはずですので、基本的方向性が

元に戻ることに問題はないと考えてはいます。次回団交で最終となるように再要請をしていきたいと思います。 

ハイヤー長時間待ち、残業で！ 
 深夜帯のハイヤー長時間待ちにより、翌日の勤務や休暇等への影響について、会社側が最低限行わなければなら

いことなどを伝えました。まずできることは今ある待機室（休憩室スタンバイルームなど）の充実化、成田ハンガ

ーには仮眠施設的な部屋もあり幾分対応できてはいますが、その他の場所のスタンバイルーム等はリクライニング

チェアー等で今すぐにできる改善策としてできることとして行うべきことを伝えました。またホテル宿泊について

は、結果的にホテルまでの移動にタクシー等が必要になってくる場合も多くできる範囲で対応を求めていくことと

なります。「歩いて行けるホテル」がある場合、金額的な部分も含めながら提案に盛り込んでいきたいと思います。 

 最も問題視しなければならないのが「シフト間の実際の休息時間」、大前提にシフトインターバルが協約上 12 時

間ですが、例えば 3時間ハイヤーを待てばインターバルは 9 時間に、乗り合いなら更に遅く家に到着などを考慮し
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ていくと「シフト間の実際の休息時間」が事実上ほとんどなくなってしまいます。その基本的部分を防止していく

ために、2つの要求をしました。１つは、ある一定以上の時間を待つ場合は残業で対応しインターバル期間を後ろ

にずらしていくこと、また通勤帰宅時間で乗り合いや基本的な待ち時間なども踏まえてインターバル時間を 12 時

間から 14時間へ改定することを要求しました。結果的に「効率」に繋がる従業員の「シフト間の実際の休息時間」

でもあり、今件も次回団交で必ず検討結果をUPするように要請しました。 

子の看護/介護のための休暇/介護休業制度 
 こちらも DL労組が以前から要求している案で、現在では「介護離職」などの言葉もあるように社会問題になっ

ています。我々の日本地区従業員の年齢層をみても今後はこれらを利用したいと思う方々が多くなってくるのでは

ないかと予想しています。そこで、今回も「子の看護休暇/介護休暇」の利用利便性について 1時間単位での取得制

度と有給化、また「介護休業」制度については、法定通りの日数ではなく、オーバーフローで消えてしまう各自の

年次有給休暇を介護休業取得日数にのみ付け加えることのできる制度確立を今春闘でも再要求しました。今後起こ

りうる労働力不足などに備え会社側は今から真剣に取り組まなければならない制度と考えています。 

補給課のランプ手当他 
 数年前から要求している件ですが「ランプ作業手当」を名の通りにランプで「作業」する従業員に差別なく適用

するように再再再度に要求しました。また会社側の言う元々の整備課の主たる現場がランプであることが理由でこ

の条項が作られたことも結果的にデーブ氏に確認を取ったということで、デーブ氏の成田就任時期とこの条項の導

入時期との差が発覚し、その理由が曖昧だったことが確認できました。現実的に「手当」の部分でなぜ「実質的な

差別的扱い」を会社がこのまま継続しなければならないのか、ここが今後の焦点になってくると考えています。 

ERP＆HND ラウンジ 
 24 日の本社からの報告により早期退職制度の決定プランが 11 月の初週に発表予定とのことです。（内容は前回

と変更なし）重ねて CEC が移転するのかしないか、するのであればどこなのかを同時期に発表していくことが望

ましいことを対象従業員の選択時のポイントになることでお互い確認しました。来年 7 月スタート予定の新羽田ラ

ウンジは、成田の現ラウンジの半分程度の規模のようであり、現在成田ラウンジがほぼ満席の時間帯もある状況を

実際に見てきていますので、今の成田発着のアメリカ便 5 便から移転後の羽田 7 便分を基本的に比較してしまう

と、更にはスカイクラブとなればカード会員までもが利用することも考慮すると、手狭で厳しい環境が予想せざる

を得ないのではないかとも感じられました。とはいえ限られたスペースを最大限有効活用できるように動線や席の

配置、バゲージ置き場省略など本社側の催促の中、急ピッチで検討中だということでした。またフードサービスに

ついては付加価値をつけていきたいとのことで、おにぎりやヌードルサービスを検討中とのこと、アメリカで採用

しているコンパスというケータリング会社を予定だということでした。 

追記：各地区の従業員代表 他 
 数か月前から人事部に大阪/名古屋の前年度の担当者の意見書を開示要求そして了解を得ているものの、数か月

経ちますが未だに何の連絡もなしといった相変わらずの人事部の対応に呆れるといったところですが、我々労組は

そのような従業員代表への軽視対応にもしっかり誠意をもって引き続き対応していきたいと思います。また、地方

の従業員代表は現在進行中の就業規則の改定内容も報告できず、各地区従業員から当組合へその内容についてなど

幾つかの質問もきて対応する状況となっています。成田地区で話し合い、ほぼ決まっている状態で 1か月遅れに他

の事業所で締結している現状には問題があるように思い、就業規則などの共通部分は各地区の従業員代表が集まり

意見交換していくことが良いのではということも既に伝えていますが、これも何ら返答/対応がないままで、今回ど

のような就業規則改定内容なのか、大阪/名古屋地区の従業員代表には一切連絡のない現状に、今後、再再度の質問

をしていく予定です。今後の予定：スト権ファイル（10月）。次回団交：年内予定。成田整備職場集会（11月予定）。 


